
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

往復はがきに、 
①講座名「相続法が大改正!!!」 

②〒・住所 ③氏名(ふりがな) 
④年齢・利用証番号 ⑤電話番号 
⑥相談会参加希望の有無 

を明記の上、下記住所へ 
〒176-0013 

練馬区豊玉中３-３-１２ 

練馬区立はつらつセンター豊玉 行 

「知らない・関係ない」はもったいない 

相続は、意外と身近な問題です 
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講演会(30 名) 
午後 2 時～3 時１５分 

個別相談会(10 名) 
午後３時２０分～ 

講師 
東京都行政書士会練馬支部 行政書士 
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